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自由民主党東京都第七選挙区支部

松本 文明

杉原 正徳

団体コ ー ドI 0:0:7;0;0;1;4;0:4:E: 2:0: 1:0 
前年繰越額｜ 毛喝干噌唱噌守
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事務担当者の氏名 杉原正徳

03 - 3229 - 2 3 0 0 電話番号
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資 金管理団 体の 指定の有無

仁二コ有 仁王コ無

公職の種類 （現・候）

資金管理団体
の届出をした

者の氏名

（涼）資 金管理団体の指定の期間

平成
平成

年
年

日から
日まで

月
月

※該当箇聞こ亡目すること。

政 治団体の区 分

口政 党

回政 党 の 支 部

口政 1台 資 金 団 体

口政
第
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項
金規

規
正法第

よ
1 8 条

治
の2

1 の 定に る政 団体

口その他の政治団体

口その他の政治団体の支部

活動区域の区分

東 京 都 内

国会議員関係政治団 体の区分

巨〕 政治資金規正法第1 9 条の7 第1 項
第1号に係る国会議員関係政治団体

口裏治資金規正法！ l 9条の議l項
2号に係る国会議員関係 団体

公職の候補者
の 氏 名盆主よ盟

公職の種類衆議院議員自・働

関国会議員関係国首個仰と関する特/Jiの適用期間

平成
平成

年
年

月
月

日から
日まで

※椴l'f対象，，の途『1，で資金骨組羽体の指定 回 取消しをした掛合のみ記入のこと． ※惚告対象年の途中で回会議且関係且治団体に該当した場合又は該当しなく
なった場合のみ記入のこと。
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（その 3)

(3）機関紙誌の発行その他の事業による収入

行番号 事 業 の 種 類 金 額 備 考

1 第12回松本文明政経フォ ー ラム 12,130,000 平成26年7月 23 日 京王プラザホテル 東京都新宿区
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政治資金監査報告書

平成2 7年5月2 8日

自由民主党東京都第七選挙区支部
代表 松本 文明 殿

( 
1 監査の概要
( 1 ）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第 1 9 条の 1 3 第 1 項の規定に基づき、

自由民主党東京都第七選挙区支部の平成 2 6 年に係る法第 1 2 条第 1 項に規定する収
支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書
及び振込明細書に係る支出目的書伎出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。
以下同じ。）について、支出に関する政治資金監査を行った。

( 2 ）この政治資金監査は、法第 1 9 条の 1 3 第 2 項に定めるところにより政治資金適正
化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。
( 3 ）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成文は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書
等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目
的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告す
ることにある。

( 4）この政治資金監査は、自由民主党東京都第七選挙区支部の主たる事務所において行
った。

2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

( 1 ） 法第 1 9 条の 1 3 第 2 項第 1 号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収
書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。

( 2 ）法第 1 9 条の 1 3 第 2 項第 2 号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会
議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かっ、当該国会議員
関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
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( 3 ）法第 1 9 条の 1 3 第 2 項第 3 号に規定する事項について、 法第 1 2 条第 1 項に規定

する報告書は、 会計帳簿、 明細書、 領収書等、 領収書等を徴し難かった支出の明細書

等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4 ）法第 1 9 条の 1 3 第 2 項第4 号に規定する事項について、 領収書を徴し難かった支

出の明細書等は、 会計帳簿に基づいて記載されていた。

3 業務制限

自由民主党東京都第七選挙区支部と私との間には、 法第 1 9 条の 1 3 第 5 項の規定に

違反する事実はない。

また、 自由民主党東京都第七選挙区支部と政治資金監査の業務を補助した使用人その

他の従業者との聞においても、 同様である。

以 上


